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2 0 2 1 年 の 年 始 よ り 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス の 蔓 延 で 、 世 界 各 地 各 業 界 に

大 き な 打 撃 を 与 え ま し た 。 百 年 に 一 度 の 災 難 を 前 に 、 ク ラ イ ア ン ト 様 と 支
え 合 い 困 難 を 乗 り 越 え ら れ た こ と を 嬉 し く 存 じ て お り ま す 。

2 0 2 2 年 を 迎 え る に あ た り こ こ ろ よ り 感 謝 と ご 挨 拶 を 申 し 上 げ ま す い つ2 0 2 2 年 を 迎 え る に あ た り こ こ ろ よ り 感 謝 と ご 挨 拶 を 申 し 上 げ ま す 。 い つ
も ご 支 持 お よ び 愛 顧 を 頂 き 誠 に あ り が と う ご ざ い ま す 。 新 し い 年 に お い て
皆 様 の ご 健 康 と ご 多 幸 を お 祈 り 申 し 上 げ ま す 。

中国の祝日‐2022年
一 【元旦】1月1日（土）～3日（月）
二 【春節】１月31日（月）～2月6日（日） ※1月29日（土）、1月30日（日）は振替出勤日
三 【清明節】4月3日（日）～5日（火）※4月2（土）は振替出勤日
四 【労働節】4月30日（土）～5月4日（水） ※4月24日（日）、5月7日（土）は振替出勤日
五 【端午節】6月3日（金）～5日（日）
六 【中秋節】9月10日（土）～12日（月）
七 【国慶節】10月1日（土）～7日（金） ※10月8日（土）、10月9日（日）は振替出勤日

北京パナウェル特許事務所
2021年12月
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中 国 共 産 党 中 央 ・ 国 務 院 は
『 知 的 財 産 権 強 国 建 設 綱 要
（ 2 0 2 1 ～ 2 0 3 5 年 ） 』 を 公 布

先 日 、 中 国 共 産 党 中 央 、 国 務 院 は 『 知 的 財

産 強 国 建 設 綱 要 （ 2 021 ～ 203 5 年 ） 』 を 公 布 し

譲 渡 許 可 登 記 管 理 制 度 の 整 備 」 等の 配 置 と要

求 を 明 確 に し た 。 第 二 に 、 金 融 機 関 と イ ノ ベ ー

ション主体の専利質権設定登記手続の簡素化

と サ ー ビ ス の 最 適 化 に 対 す る 新 た な ニ ー ズ が

挙 げ ら れ る 。 第 三 に 、 『 登 録 商 標 専 用 権 質 権

設 定 登 記 手 続 規 定 』 と の 一 致 を 図 る こ と が 求
た。綱要は主に知的財産権強国建設を統一的

に 推 進 し 、 知 的 財 産 の 創 造 、 運 用 、 保 護 、 管

理 及 び サ ー ビ ス の 水 準 を 全 面 的 に 引 き 上 げ 、

社 会 主 義 現 代 化 建 設 に お け る 知 的 財 産 権 制

度 の 重 要 な 役 割 を 十 分 に 発 揮 さ せ る こ と を 目

的としている。

設 定 登 記 手 続 規 定 』 と の 致 を 図 る こ と が 求

められている。

中 国 国 家 知 識 産 権 局 は 2 02 1 年 11 月 1 5 日 に

改 正『 専 利権 質 権設 定登 記 弁法』 （ 第 461 号 公

告 、 以 下 『 弁 法 』 と 略 称 ） を 公 布 し た 。 こ の 『 弁

法 』 は 公 布 日 か ら 施 行 す る こ と に な り 、 原 『 弁

法』 （ 局令第5 6号）は廃止された。
綱要 は明確 な発展目標を定めている。詳しく

は 、 202 5 年 ま で に 知 的 財 産 権 強 国 の 建 設 に

お い て 顕 著 な 成 果 を 収 め 、 20 35 年 ま で に 、 知

的 財 産 権 の 総 合 競 争 力 を 世 界 の 上 位 ま で 引

き 上 げ 、 中 国 特 色 の あ る 、 世 界 レ ベ ル の 知 的

財 産 権 強 国 の 構 築 を 基 本 的 に 完 成 す る 。 こ れ

に よ り 中 国 は 知 的 財 産 権 の 導 入 大 国 か ら 創

法』 （ 局令第 号）は廃 された。

『 弁 法 』 は 、 企 業 及 び 大 衆 に 、 よ り 規 範 化 さ

れ 、 便 利 か つ 効 率 的 な 専 利 質 権 設 定 登 記

サ ー ビ ス を 提 供 し 、 専 利 質 権 設 定 に よ る 融 資

を 推 進 し 、 知 的 財 産 権 の 転 化 実 施 を 推 進 し 、

知 的 財 産 権 の 価 値 を 十 分 に 実 現 す る こ と を 意

図 し て い る 。 専 利 権 質 権 設 定 登 記 業 務 は 中 国
に よ り 、 中 国 は 知 的 財 産 権 の 導 入 大 国 か ら 創

造 大 国 へ と 転 換 し 、 知 的 財 産 権 業 務 の 数 へ の

追 求 か ら 質 の 向 上 へ と 転 換 す る こ と が 期 待 さ

れる。

情 報 提 供 元 : 新 華 社

国家知識産権局の担当とする。

『弁法』の主な改正内容：

（ 一 ） 承 諾 の 方 式 に よ る 質 権 設 定 登 記 手 続 き

を推進する。

専 利 権 質 権 設 定 登 記 の 関 連 手 続 を 行 う 際 に 、

中 国 国 家 知 識 産 権 局 に よ る
『 専 利 権 質 権 設 定 登 記 弁 法 』
の 公 告

近 年 、 専 利 質 権 設 定 登 記 業 務 は 新 た な 情 勢 、

新 た な 要 求 に 直 面 し て い る 。 第 一 に 、 中 央 政

府 は 、 「 質 権 設 定 登 記 の 電 子 申 請 の 全 過 程 の

「 身 分 証 明 、 変 更 証 明 、 抹 消 証 明 」 等 の 証 明

資 料 の 代 わ り に 、 「 当 事 者 が 署 名 し た 関 連 承

諾 書 」 の 提 出 を 選 択 す る こ と が で き る 。 中 国 国

家 知 識 産 権局 は 監 督 管理 を強 化し、 虚 偽 の承

諾 者 に 対 し て 信 用 喪 失 の 懲 戒 措 置 を 講 じ る 。

（『弁法』第7条、第13条、第14条、第20条）
、 質 設 定

オ ン ラ イ ン 処 理 の 推 進 」 、 「 商 標 及 び 専 利 質 権

設 定 登 記 等 の 審 査 ・ 認 可 に お け る 告 知 承 諾 制

度の推進」、「知的財産権質権設定登記及び

（二）登記許可の要件を緩める。

第一に、原『弁法』における専利権について
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既 に 無 効 審 判 手 続 を 開 始 さ れ た 状 況 に つ い て

登 記 し な い と い う 規 定 を 、 当 事 者 が リ ス ク を 告

知 さ れ た 後 も そ れ を 受 け 入 れ 、 引 き 続 き 登 記

手 続 き を 進 め る 意 思 を 表 明 し て い る 場 合 に は 、

登記手続を許可するというふ うに改正する。第

二 に 、 『 民 法 典 』 の 新 規 定 に 基 づ き 、 質 権 設 定

知 識 産権 局は 速 やか に質 権 者に通知し 、専 利

権 喪 失 の 可 能 性 に 関 す る 早 期 警 報 を 速 や か

に提供しなければならない（『 弁法』第19 条） 。

情 報 元 ： 中 国 国 家 知 識 産 権 局

に 、 『 民 法 典 』 の 新 規 定 に 基 づ き 、 質 権 設 定

契 約 で 約 定 さ れ た 債 務 履 行 期 間 満 了 時 に 質

権 者 が 返 済 を も ら え な か っ た 場 合 、 専 利 権 が

質 権 者 に 帰 属 す る 場 合 、 登 記 手 続 を 許 可 す る 。

第 三 に 、 実 務 に お け る 成 熟 し た 方 法 を 鑑 み 、

質 権 設 定 登 記 を 請 求 す る 実 用 新 案 に 同 一 の

発 明 創 造 が あ り 、 既 に 同 日 に 発 明 特 許 を 出 願

中 国 国 家 知 識 産 権 局 は 人
民 元 基 準 で P C T 出 願 の 国
際 段 階 費 用 を 徴 収

中 国 国 家 知 識 産 権 局 と 世 界 知 的 所 有 権 機

関 が 締 結 し た 『 < 特 許 協 力 条 約 >(PCT ) 費 用 の

送 金 に 関 す る 了 解 覚 書 」 に よ る と 2 021 年 1 2
し て い る こ と に つ い て 、 当 事 者 が リ ス ク を 告 知

さ れ た 後 も そ れ を 受 け 入 れ 、 引 き 続 き 登 記 手

続 き を 進 め る 意 思 を 表 明 し て い る 場 合 に は 、

登記手続を許可する。（『弁法』第11条）

（三）登記審査期間を短縮する。

第 一 に 、 審 査 期 間 を短 縮 し 、 原 規 定 の 7 営 業

送 金 に 関 す る 了 解 覚 書 」 に よ る と 、 2 021 年 1 2

月 1 日 か ら 、 中 国 国 家 知 識 産 権 局 は 世 界 知 的

所 有 権 機 関 が 公 表 し た 人 民 元 基 準 で PCT 出

願 の 国 際 段 階 費 用 を 徴 収 し 、 ス イ ス フ ラ ン 基

準での換算は行わない。

一.人民元基準：

PCT 国際出願段階の料金徴収基準
日 か ら 5 営 業 日 に 短 縮 し 、 オ ン ラ イ ン 申 請 の 場

合 は 2 営 業 日 に 短 縮 す る （ 『 弁 法 』 第 十 条 ） 。 第

二に、質権設定登記の変更手続と抹消手続の

審 査 期 間 は 第 10 条 と 同 じ で あ る と 明 確 に し た

（『弁法』第13条、第14条）。

（四）登記関連サービスの最適化。

PCT 国際出願段階の料金徴収基準

（単位：人民元）

出願料 9260

30頁以上の追加料 100/頁

電子出願による減額(PDF) 1390

第一に、登 記 手続 のル ー トを 拡充し 、当事者

がインタ ーネッ ト・ オンラ イン方 式を通じて手続

を 行 う こ と が で き る こ と を 明 確 に し た （ 『 弁 法 』

第 6 条 ） 。 第 二 に 、 専 利 権 質 権 設 定 登 記 資 料

の 閲 覧 又 は 複 製 手 続 及 び 要 求 を 明 確 に 規 定

し 、 当 事 者 の 照 会 の た め の 便 宜 を 図 る （ 『 弁 （ 注 ： W IPO は 次 年 度 の 費 用 基 準 を毎 年 公 表 し、

電子出願による減額(PDF)

電子出願による減額(XML) 2090

官庁手数料 1390

法 』 第 16 条 ） 。 第 三 に 、 専 利 権 の 質 権 設 定 期

間 に お い て 、 専 利 権 帰 属 紛 争 に よ り 中 止 さ れ 、

又は保全措置が取られた場合には、中国国家

原則として1年間有効を維持し、為替の変動幅
等 で 基 準 の 調 整 が 必 要 な 場 合 は 別 途 公 表 す
る。）
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二 . 適 用範囲：

2021 年 12 月 1 日 （ 当 日 を 含 む ） 以 降 に 国 家

知 識 産 権 局 に 提 出 さ れ る PCT 出 願 の 国 際 出

願料、及びPCT国際予備審査料。

情 報 元 : 中 国 国 家 知 識 産 権 局

の 商 標 登 録 証 を 送 付 す る 。 オ ン ラ イ ン で 商 標

出 願 が 提 出 さ れ た 場 合 の 登 録 証 の 発 行 方 法

は当面変更しない。

情 報 元 : 中 国 国 家 知 識 産 権 局

国 家 知 識 産 権 局 に よ る 商 標
登 録 証 の 発 行 方 式 の 調 整
に つ い て

国 家 知 識 産 権 局 は 1 0 月 9 日 に 第 45 3 号 公 告

を 発 表 し 現 在 の 商 標 登 録 証 の 発 行 方 式 を 調

全 国 人 民 代 表 大 会 常 務 委
員 会 が 『 マ ラ ケ シ ュ 条 約 』 を
批 准

2 0 2 1 年 10 月 2 3 日 、 第 1 3 期 全 国 人 民 代 表 大

会 （ 全 人 代 ） 常 務 委 員 会 第 31 回 会 議 は 、 「 盲

人 視 覚 障 害 者 そ の 他 の 印 刷 物 の 判 読 に 障を 発 表 し 、 現 在 の 商 標 登 録 証 の 発 行 方 式 を 調

整した。

一 .20 22 年 1 月 1 日 よ り 公 告 登 録 さ れ る 、 ま た

は そ の 他 の 商 標 出 願 よ り 発 行 さ れ る 商 標 登 録

証 に つ い て 、 商 標 出 願 の 際 に 書 面 に て 書 類 が

提 出 さ れ た 場 合 は 、 『 商 標 登 録 証 受 領 通 知 書 』

を 送 付 し 、 登 録 者 は 通 知 書 に 記 載 の サ イ ト ア

人 、 視 覚 障 害 者 そ の 他 の 印 刷 物 の 判 読 に 障

害 の あ る 者 が 発 行 さ れ た 著 作 物 を 利 用 す る 機

会 を 促 進 す る た め の マ ラ ケ シ ュ 条 約 」 の 批 准

を可決した。

国 際 著 作 権 シ ス テ ム に お け る 歴 史 的 な 条 約

で あ る 『 マ ラ ケ シ ュ 条 約 』 （ The Ma r r a k e sh

T r e a t y ） は 、 世 界 知 的 所 有 権 機 関 (W IPO ) がを 送 付 し 、 登 録 者 は 通 知 書 に 記 載 の サ イ ト ア

ド レ ス と 抽 出 コ ー ド に 従 っ て 、 中 国 商 標 網 に ロ

グ イ ン し て 電 子 商 標 登 録 証 を 取 得 す る こ と に

な る 。 オ ン ラ イ ン で 商 標 出 願 が 提 出 さ れ た 場

合 は、 商標網 オ ン ラ インサ ービスシ ステ ムにロ

グ イ ン し て 、 電 子 商 標 登 録 証 を 取 得 す る 。 電

子 商 標 登 録 証 は 自 分 で 閲 覧 し 、 ダ ウ ン ロ ー ド

Trea t y ） は 、 世 界 知 的 所 有 権 機 関 (W IPO ) が

管 理 す る 条 約 の 一 つ で 、 2 013 年 6 月 27 日 に モ

ロ ッ コ の マ ラ ケ シ ュ で 調 印 さ れ 、 20 16 年 9 月 30

日 に 発 効 し た 。 WIPO の デ ー タ に よ る と 、 こ れ

ま で に 80 以 上 の WIPO メ ン バ ー （ 約 110 カ 国 ・

地 域 を 含む） が マ ラ ケ シ ュ 条 約 に 加盟 し て い る。

こ の 条 約 は 、 盲 人 、 視 覚 障 害 者 及 び そ の 他 の

し て 印 刷 す る こ と が で き る 。 中 国 国 家 知 識 産

権局は、紙媒体の商標登録証を発行しない。

二 . 移 行 期 間 を 設 け 、 20 21 年 10 月 15 日 か ら 1 2

月 3 1 日 ま で の 間 に 公 告 登 録 さ れ る 、 ま た は そ

の 他 の 商 標 出 願 よ り 発 行 さ れ る 商 標 登 録 証 に

つ い て 、 商標 出 願 の 際 に 書 面 に て 書 類 が 提 出

印 刷 物の 判読 に障 害 のあ る者 の ため 、著 作権

の 強 制 的 な 制 限 と 例 外 を 設 定 す る こ と を 目 的

と し て お り 、 判 読 に 障 害 の あ る 者 が 著 作 物 を

平 等 に 鑑 賞 し 、 教 育 を 受 け る 権 利 を 保 障 す る

た め の も の で あ り 、 著 作 権 分 野 に お け る 人 権

条 約 と し て は 世 界 で 初 め て か つ こ れ ま で 唯 一

のものである
された場合は、『商標登録証受領通知書』を送

付し、登録者は通知書に記載のサイトア ドレス

と 抽 出 コ ー ド に 従 っ て 、 中 国 商 標 網 に ロ グ イ ン

して電子商標登録証を取得し、同時に紙媒体

のものである。

中 国 は 201 3 年 6 月 28 日 に こ の 条 約 に 調 印 し 、

こ の 度 は 当 該 条 約 を 批 准 し た こ と と なる。この

条約の批准に向けて、中国はは『著作権法』の改

6
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正 に 多 大 な 努 力 を 払 っ て き た 。 中 国 の 『 著 作

権 法 』 及 び 『 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 伝 達 権 保 護 条

例 』 は 同 条 約 の 要 求 と 一 定 の 差 異 が あ る の で 、

関連立法を調整しなければならなかった。これ

は 中 国 が 201 3 年 に 同 条 約 に 調 印 し て か ら 長

い 間 に 批 准 ま で 至 ら な か た 大 き な 原 因 のい 間 に 批 准 ま で 至 ら な か っ た 大 き な 原 因 の 一

つである。

2020 年 11 月 、 中 国 の 『 著 作 権 法 』 改 正 草 案

が つ い に 可 決 さ れ 、 2021 年 6 月 1 日 か ら 正 式

に 施 行 さ れ 、 そ の 中 に 『 マ ラ ケ シ ュ 条 約 』 に 対

す る 適 応 的 改 正 が 含 ま れ て い る 。 改 正 著 『 作

権 法 』 に は 次 の よ う に 規 定 さ れ て い る 既 に権 法 』 に は 、 次 の よ う に 規 定 さ れ て い る 。 既 に

公 表 さ れ た 著 作 物 を 、 判 読 に 障 害 の あ る 者 に

と っ て 感 知 可 能 な 無 障 害 方 法 で 、 判 読 に 障 害

の あ る 者 に 提 供 す る 場 合 、 著 作 権 者 の 許 諾 を

必 要 と せ ず 、 著 作 権 者 に 報 酬 を 支 払 わ な く て

も よ い 。 但 し 、 著 作 者 の 氏 名 又 は 名 称 、 及 び

著 作 物 の 名 称 を 明 示 し な け れ ば な ら ず 、 か つ 、

当該 著作物の正常な使用に影響を及ぼしては

な ら ず 、 著 作 権 者 の 合 法 的 権 利 ・ 利 益 を 不 適

切に害してはならない。

今 回 の 『 マ ラ ケ シ ュ 条 約 』 の 批 准 は 、 中 国 の

著 作 権 分 野 に お け る 人 権 保 護 を 十 分 に 示 し 、

こ れ に よ り 広 範 な 印 刷 物 の 判 読 に 障 害 の あ る

者 に 膨 大 か つ 便 利 な バ リ ア フ リ ー 図 書 資 源 を

提供することができるようになる。

情 報 元 ： 中 国 著 作 権 局

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌
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『 専 利 審 査 指 南 改 正 （ 意 見
募 集 稿 ） 』 に お け る 局 部 意
匠 に 関 わ る 内 容 の 紹 介

弁 理 士 袁 瑩 銘

1 98 4 年に中 国 の 『 専利 法 』 が 発効 し て か ら

す 。 製 品 の 分 割 で き な い 部 分 の 保 護 を 請 求 す

る 場 合 、 部 分 意 匠 の 方 式 で 出 願 し な け れ ば な

ら な い 。 例 え ば 「 背 も た れ の 彫 り 模 様 」 、 「 自 動

車のタイヤトレッド」などである。

以 下 の 項 目 は 意 匠 専 利 権 を 付 与 し な い 状 況

に該当すると規定されている1 98 4 年に中 国 の 『 専利 法 』 が 発効 し て か ら、

3 回 の 改 正 を 経 て も 、 中 国 の 意 匠 専 利 権 の 保

護 対 象 は ず っ と 製 品 全 体 の 意 匠 で あ っ た 。

2 00 8 年 に 改 正 さ れ た 『 専 利 法 』 第 2 条 第 4 項 に

は、「 意匠とは、 製品の形 状、模様又 はそ の組

合 わ せ 並 び 色 彩 と 形 状 、 模 様 と の 組 合 せ に 対

し て 行 わ れ る 、 優 れ た 美 観 に 富 み 、 か つ 工 業

に該当すると規定されている。

（ 1 ） 製 品 の 上 に 相 対 的 に 分 割 可 能 な 独 立 領

域 を 構 成 で き な い 、 又 は 相 対 的 に 完 全 な 設 計

ユ ニ ッ ト を 形 成 で き な い 局 部 意 匠 。 例 え ば 、

コ ッ プ の 取 っ 手 の 屈 折 し た 輪 郭 線 、 任 意 に 切

り取った眼鏡レンズの不規則な部分など。

上 の 応 用 に 適 し た 新 た な デ ザ イ ン を 指 す 。 」 と

規 定 し て い る 。 201 0 版 『 専 利 審 査 指 南 』 も 、 製

品 の 分 割 で き な い 、 又 は 単 独 で は 販 売 で き な

い 、 そ し て 単 独 で は 使 用 で き な い 製 品 の 部 分

的 な 設 計 は 、 意 匠 専 利 権 を 付 与 し な い 状 況 に

該 当 す る 」 と 規 定 し て い る 。 し か し 、 『 専 利 法 』

（ 2 020 改 正 ） の 公 布 施 行 に 伴 い 中 国 は 正

（ 2 ） 専 利 保 護 を 請 求 す る 部 分 意 匠 は 、 製 品 表

面 の模様又は 模様と色彩を組み合わせ たもの

だけである。例えば、バイクの表面の模様。

2 . 部分意匠の製品名称

部 分 意 匠 専利 を出 願 す る 場 合 、 製品 名 称 に保

護 を 求め る部 分 及 び そ れ を 含む 製品 全 体 を明（ 2 020 改 正 ） の 公 布 ・ 施 行 に 伴 い 、 中 国 は 正

式に部分意匠を専利保護体系に組み入れ、部

分 意 匠 も 『 専 利 法 』 の 保 護 対 象 と な っ た 。 こ れ

と 同 時 に 、 『 専 利 審 査 指 南 』 の 改 正 も 進 め ら れ 、

2 021 年 8 月 3 日 、 『 専 利 審 査 指 南 改 正 草 案 （ 意

見 募 集 稿 ） 』 （ 以 下 、 『 意 見 募 集 稿 』 と い う ） が

公 布 さ れ た 。 近 い 将 来 に 、 部 分 意 匠 専 利 制 度

護 を 求め る部 分 及 び そ れ を 含む 製品 全 体 を明

記 し な け れ ば な ら な い 。 例 え ば 「 自 動 車 の ド

ア」、「携帯電話のカメラ」。

3 . 部分意匠の図面又は写真

『 専 利 法 実 施 細 則 （ 意 見 募 集 稿 ） 』 第 27 条 に

は 、 「 部 分 意 匠 専 利 を 出 願 す る 場 合 、 製 品 全

体 の 図 面 を 提 出 し 破 線 と 実 線 の 組 み 合 わ せ
が 正 式 に 実 施 さ れ 、 社 会 に さ ら な る イ ノ ベ ー

シ ョ ン の 原 動 力 を も た ら す こ と が 期 待 さ れ る る 。

以 下 、 『 意 見 募 集 稿 』 に お け る 部 分 意 匠 に 関

わる部分について簡単に紹介する。

1 .部分意匠の定義

部 分 意 匠 と は 製 品 の 一 部 の 形 状 模 様 又

体 の 図 面 を 提 出 し 、 破 線 と 実 線 の 組 み 合 わ せ

又はその他 の方式で保護を求める内容を明示

しなければならない」との文言がある。

製 品 全 体 の 図 面 は 、 専 利 保 護 を 求 め る 製 品

の部 分意匠及び製品全 体におけるその位置と

比 率 関 係 を 明 確 に 示 さ な け れ ば な ら な い 。 保

護 を 求 め る 部 分 が 立 体 形 状 を 含 む 場 合 提 出部 分 意 匠 と は 、 製 品 の 部 の 形 状 、 模 様 又

そ の 組 合 わ せ 並 び に 色 彩 と 形 状 、模 様 の 組 合

せ に 対 し て 行 わ れ る 、 優 れ た 美 観 に 富 み 、 か

つ工業上の応用に適した新たなデザインを指
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護 を 求 め る 部 分 が 立 体 形 状 を 含 む 場 合 、 提 出

し た 図 面 に は 当 該 部 分 を 明 確 に 表 示 で き る 斜

視図を含まなければならない。

提出した図面は、保護を求める部分とその他
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の 部 分 と を 明 確 に 区 別 で き な け れ ば な ら な い 。

保 護を求め る 内 容を実線と 破線 の組 み 合わ せ

で 示 す 場 合 、 実 線 は 保 護 す る 部 分 を 、 破 線 は

そ の 他 の 部 分 を 示 す 。 他 の 方 法 で 保 護 を 求 め

る 内 容 を 表 示 す る こ と も で き る 。 例 え ば 、 保 護

を 求 め る 部 分 以 外 を 単 一 色 の 半 透 明 層 で 覆 う 、

（ 2 ） 一 点 鎖 線 で 保 護 を 求 め る 部 分 と そ の 他

の 部 分 と の 境 界 線 を 示 す 場 合 、 必 要 に 応 じ て

簡単な説明に明記しなければならない。

（ 3 ） 必 要 に 応 じ て 、 保 護 を 求 め る 部 分 意 匠

の 用 途 を 明 記 し 、 製 品 名 称 に 示 さ れ た 用 途 と

対応しなければならない
を 求 め る 部 分 以 外 を 単 色 の 半 透 明 層 で 覆 う 、

こ と も で き る 。 必 要 に 応 じ て 、 一 点 鎖 線 で 部 分

意 匠 に お け い て 保 護 を 求 め る 部 分 と そ の 他 の

部分との境界線を示さなければならない。

こ こ で 注 意 す べ き 点 と し て は 、 ハ ッ チ ン グ で

意 匠 の 形 状 を 表 現 し て は な ら ず 、 図 面 に 中 心

線 、 寸 法 線 の よ う な 不 要 な 線 又 は 標 記 が あ っ

対応しなければならない。

（ 4 ） 指 定 さ れ た 設 計 ポ イ ン ト を 最 も よ く 示 す

図 面 又 は 写 真 は 、 保 護 を 求 め る 部 分 意 匠 を 含

まなければならない。

５ .部分意匠の分割出願の要件について

（ 1 ） 元 の 出 願 が 製 品 の 部 分 意 匠 で あ る 場 合線 、 寸 法 線 よ う な 不 要 な 線 又 は 標 記 あ

てはならない。

４ .部分意匠に関する簡単な説明

『 専 利 法 』6 4 条 第 2 項 に は 、 意 匠 専 利 権 の 保

護 範 囲 は 図 面 又 は 写 真 に 示 さ れ た 当 該 製 品

の 意 匠 を 基 準 と し 、 簡 単 な 説 明 は 図 面 又 は 写

真に示された当該製品の意匠の解釈に用いる

（ 1 ） 元 の 出 願 が 製 品 の 部 分 意 匠 で あ る 場 合 、

そ の 部 分 を 含 む 製 品 全 体 又 は そ の 他 の 部 分

の 意 匠 を 分 割 出 願 と し て 提 出 す る こ と は 認 め

られない。

（ 2 ） 元 の 出 願 が 製 品 全 体 の 意 匠 で あ る 場 合 、

そ の 一 部 分 を 分 割 出 願 と し て 提 出 す る こ と は

認 め ら れ な い 。 例 え ば 、 元 の 専 利 出 願 が バ イ真に示された当該製品の意匠の解釈に用いる

ことができると規定している。

現 行 『 専 利 法 実 施 細 則 』 第 28 条 の 規 定 に よ

れ ば 、 意 匠 の 簡 単 な 説 明 に は 、 意 匠 製 品 の 名

称 、 用 途 、 意 匠 の 設 計 ポ イ ン ト を 明 記 し 、 設 計

ポ イ ン ト を 最 も よ く 示 す 図 面 又 は 写 真 を 指 定 し

なければならない

認 め ら れ な い 。 例 え ば 、 元 の 専 利 出 願 が バ イ

ク の 意 匠 出 願 で あ る 場 合 、 バ イ ク の 部 品 又 は

部 分 意 匠 を 分 割 出 願 と し て 提 出 す る こ と は で

きない。

６ .類似意匠の要件について

『 専利 法』第 31 条2項には、「1 件の 意 匠専 利

出 願 は つ の 意 匠 に 限 ら れ て い な け れ ば ななければならない。

『専利審査指南改正草案（意見募集稿）』によ

れ ば 、 部 分 意 匠 専 利 を 出 願 す る 場 合 、 簡 単 な

説 明は次 の各 号に掲げる規定に合致しな けれ

ばならない。

（ 1 ） 実 線 と 点 線 の 組 み 合 わ せ 以 外 の 方 式 で

出 願 は 、 一 つ の 意 匠 に 限 ら れ て い な け れ ば な

らない」と規定している。

同一製品の2つ以上の類似意匠を、1 件の出

願 （ 併 合 出 願 と 略 称 す る ） と し て 提 出 す る こ と

ができる。

同 一 製 品 の 2 つ 又 は 2 つ 以 上 の 連 結 関 係 の

保 護 を 求 め る 部 分 意 匠 を 示 す 場 合 、 簡 単 な 説

明 に お い て 保 護 を 求 め る 部 分 を 明 記 し な け れ

ばならない。

9

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌

な い 部 分 意 匠 で あ っ て も 、 機 能 又 は 設 計 上 の

関 連 性 を 有 し 、 か つ 特 定 の 視 覚 効 果 を 成 す も

のは、1つの意匠とすることができる。例えば
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眼 鏡 の 2 つ の テ ン プ ル の デ ザ イ ン 、 携 帯 電 話

の四隅のデザイン。

一 般 的 に は 、 全 体 的 に 観 察 し て 、 そ の 他 の

意 匠 及 び 基 本 意 匠 が 同 一 又 は 類 似 の 設 計 特

徴 を 有 し 、 ま た 、 二 者 間 の 相 違 点 が 局 部 の 微

細 な 変 化 当 該 種 類 の 製 品 の 通 常 の 設 計 設

正について、審査官は当該補正が元の図面又

は 写 真 に 示 さ れ た 範 囲 を 超 え て い る か 否 か 、

及 び 通 知 書 に 指 摘 さ れ た 欠 陥 に 対 し て 行 っ た

補 正 で あ る か 否 か を 審 査 し な け れ ば な ら な い 。

出 願 人 の 提 出 し た 補 正 書 類 が 元 の 図 面 又 は

写 真 で 示 さ れ た 範 囲 を 超 え て い る 場 合 、 審 査
細 な 変 化 、 当 該 種 類 の 製 品 の 通 常 の 設 計 、 設

計 ユ ニ ッ ト の 繰 り 返 し の 配 列 、 製 品 全 体 に お

け る 部 分 意 匠 の 位 置 及び / 又 は 比例 関 係 の 通

常の変化、又は色彩要素のみの変化等である

場 合 、 通 常 、 二 者 は 類 似 意 匠 に 属 す る と 考 え

られる。

７ 出願人の自発的補正について

写 真 で 示 さ れ た 範 囲 を 超 え て い る 場 合 、 審 査

官 は 審 査 意 見 通 知 書 を 発 行 し 、 当 該 補 正 が

『 専 利 法 』 第3 3 条 の規 定に 合 致しない こ と を出

願 人 に 通 知 し な け れ ば な ら な ら な い 。 出 願 人

が 意 見陳述又 は補 正を行 った 後も規 定に合 致

し な い 場 合 、 審 査 官 は 拒 絶 査 定 を 下 す こ と が

できる。
７ .出願人の自発的補正について

出 願 人 の 自 発 的 補 正 に つ い て 、 審 査 官 は ま

ず 、 補 正 を 提 出 し た 日 が 出 願 日 か ら 起 算 し て

2 ヶ 月 以 内であ るか 否 かを確 認しな け れ ばな ら

な い 。 2 ヶ 月 を 超 え る 補 正 に つ い て は 、 補 正 さ

れた書類が元の出願書類に存在していた欠陥

を 取 り 除 き 権 利 付 与 の 見 通 し が あ る 場 合

出 願 人 が 提 出 し た 、 通 知 書 に 指 摘 さ れ た 欠

陥 に 対 し て の 補 正 が 含 ま れ て い な い 補 正 書 類

に つ い て 、 そ の 補 正 が 『 専 利 法 』 第 3 3 条 の 規

定 に 合 致 し 、 か つ 、 元 の 出 願 書 類 に 存 在 し て

い た 欠 陥 を 取 り 除 き 、 権 利 付 与 の 見 通 し が あ

る 場 合 、 当 該 補 正 は 通 知 書 に 指 摘 さ れ た 欠 陥
を 取 り 除 き 、 権 利 付 与 の 見 通 し が あ る 場 合 、

当 該 補 正 書 類 を 受 理 す る こ と が で き る 。 受 理

し な い 補 正 書 類 に つ い て 、 審 査 官 は 未 提 出 と

み な す 通 知 書 を 発 行 し な け れ ば な ら な い 。 た

だ し 、 下 記 の 補 正 に つ い て は 、 元 の 出 願 書 類

に 存 在 す る 欠 陥 を 解 消 す る も の と は 認 め ず 、

2 ヶ 月 の 自 発 補 正 期 間 を 超 え た こ と を 理 由 に

に 対 し て 行 わ れ た 補 正 と み な す こ と が で き 、 こ

の 補 正 が 行 わ れ た 出 願 書 類 を 受 理 す べ き で

ある。

但 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 補 正 に つ い て は 、

補 正 の 内 容 が 元 の 図 面 又 は 写 真 に 示 さ れ た

範 囲 を 超 え て い な く て も、 通 知 書 に 指 摘 さ れ た

欠 陥 わ れ 補 な す が
未 提 出 と み な す 通 知 書 を 発 行 し な け れ ば な ら

ない：

（1）全体意匠を部分意匠に補正すること

（2）部分意匠を全体意匠に補正すること

（ 3 ） 同 一 製 品 全 体 に お け る あ る 部 分 意 匠 を 別

欠 陥 に 対 し て 行 わ れ た 補 正 と み な す こ と が で

きず、受け入れないものとする。

（1）全体意匠を部分意匠に補正すること

（2）部分意匠を全体意匠に補正すること

（ 3 ） 同 一 製 品 全 体 に お け る あ る 部 分 意 匠 を 別

の部分意匠に補正すること
の部分意匠補正すること

８ .通知書に指摘された欠陥に対して行う補正

通知書に指摘された欠陥に対して行った補

10

泛 華 偉 業 知 識 産 権 |  季 刊 情 報 誌

の部分意匠に補正すること。

産 業 の 発 展 に 伴 い 、 製 品 の デ ザ イ ン が ま す

ます細分化され、成熟した製品の全体意匠は



2 0 2 1 年 1 2 月 | 季 刊 サービスソリューション

ま す ま す 革 新 し に く く な り 、 部 分 意 匠 が 次 第 に

意 匠 革 新 の 重 要 な 表 現 形 式 と な り つ つ 、 部 分

意 匠 の 保 護 に 対 す る イ ノ ベ ー シ ョ ン 主 体 の

ニ ー ズ が 日 増 し に 強 く な っ て い る 。 そ の た め 、

イ ノ ベ ー シ ョ ン 主 体 の 訴 え に 応 え る た め に 、 改

正 『 専 利 法 』 第 2 条 第 4 項 に は 、 製 品 の 「 部 分 」正 『 専 利 法 』 第 2 条 第 4 項 に は 、 製 品 の 部 分 」

意 匠 に 専 利 保 護 を 与 え る こ と が 明 確 化 さ れ た 。

2 021 年 6 月 1 日 か ら 、 出 願 人 は 中 国 国 家 知 識

産 権 局 に 製 品 の 局 部 の 保 護 を 求 め る 意 匠 専

利 出 願 を 提 出 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 『 専

利 法 実 施 細 則 』 は ま だ 改 正 の 過 程 に あ り 、

2 021 年 6 月 1 日 か ら 、 出 願 人 は 一 時 的 に 紙 書

類 又 は オ フ ラ イ ン 電 子 出 願 の 形 式 で 、 上 記 の

部 分 意 匠 専 利 出 願 を 提 出 し な け れ ば な ら ず 、

中 国 国 家 知 識 産 権 局 は 、 新 た に 改 正 さ れ る

『 専 利 法 実 施 細 則 』 及 び 付 随 の 『 専 利 審 査 指

南』の施行後に上記出願を審査する。

筆 者 プ ロ フ ィ ー ル

袁 瑩 銘 先 生 は 中 国 鉱 業 大 学 を 卒 業 し 、 2 0 1 0 年 に 工

学 学 士 号 、 2 0 1 3 年 に 工 学 修 士 号 を 取 得 し た 。 2 0 1 3 年

に 入 社 し て 以 来 、 機 械 分 野 の 特 許 出 願 書 類 の 作 成 、 審

査 意 見 通 知 書 へ の 応 答 、 拒 絶 査 定 不 服 審 判 、 特 許 分 析

及 び 検 索 、 コ ン サ ル テ ィ ン グ な ど の 業 務 を 担 当 し て い る 。
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専 利 書 類 の 収 録 日 を 従 来
技 術 の 公 開 日 と す る こ と が
で き る か ？

医 薬 関 連 専 利 の 技 術 方 案
に お け る 技 術 的 効 果 と 結 合

内 に 北 京 知 識 産 権 裁 判 所 に 訴 訟 を 提 起 し た 。

裁 判 所 は 受 理 、 開 廷 審 理 を 行 い 、 原 告 で あ る

正 大 天 晴 公 司 の 訴 訟 請 求 を 棄 却 し 、 訴 え ら れ

た審決を維持する旨の判決を下した。

【事件概要】
に お け る 技 術 的 効 果 と 結 合
の 示 唆 と の 関 係 は ？

【 案 件 の 事 由 】 発 明 専 利 権 の 無 効 審 判 請 求 を

めぐる行政紛争

【 当 事 者 】 正 大 天 晴 薬 業 集 団 股 份 有 限 公 司

（原告、無効審判請求人）

2 019 年 12 月 3 日 、 被 告 で あ る 国 家 知 識 産

権 局 は 、 原 告 で あ る 正 大 天 晴 公 司 が ギ リ ア ー

ド の 保 有 し て い る 専 利 番 号 が 0 181 316 1 . 1 で

あ り 、 名 称 が 「 ホ ス ホ ネ ー ト ヌ ク レ オ チ ド ア ナ ロ

グ の プ ロ ド ラ ッ グ な ら び に こ れ を 選 択 お よ び 作

製 す る た め の 方 法 」 で あ る 発 明 専 利 （ 「 本 専

利 」 と い う ） に 対 し 提 出 し た 無 効 審 判 請 求 に つ
中華人民共和国国家知識産権局（被告）

ギ リ ア ー ド サ イ エ ン シ ー ズ ， イ ン コ ー ポ レ イ

テッド（第三者、専利権者）

利 」 と い う ） に 対 し 提 出 し た 無 効 審 判 請 求 に つ

いて、第42586号無効審判請求の審決（「訴え

ら れ た 審 決 」 と い う ） を 下 し た 。 国 家 知 識 産 権

局 は こ の 審 決 に お い て 、 正 大 天 晴 公 司 の 主 張

が 成 り 立 た な い と 認 定 し 、 本 専 利 権 の 有 効 性

を維持した。

原告である正大天晴 公司はこれ を不服とし

【 係争専利】0 181 316 1 . 1 、名称は「ホスホネー

ト ヌ ク レ オ チ ド ア ナ ロ グ の プ ロ ド ラ ッ グ な ら び に

こ れ を 選 択 お よ び 作 製 す る た め の 方 法 」 で あ

る。

【 事 件 概 】 大 晴 薬 業 集 份 有

原告である正大天晴 公司はこれ を不服とし

て 、 法 定 期 間 内 に 裁 判 所 に 対 し て 訴 訟 を 提 起

し 、 自 社 が 提 供 し た 証 拠 は 本 専 利 の 従 来 技 術

を 成 し 、 か つ 、 本 専 利 の 請 求 項 は 進 歩 性 を 有

し な い と 主 張 し 、 訴 え ら れ た 審 決 に 誤 り が あ る

と し て 、 法 に よ り 該 審 決 を 取 り 消 し 、 改 め て の

無 効 審 判 請 求 の 審 決 を 被 告 に 命 令 す る よ う 裁
【 事 件 の 概 要 】 正 大 天 晴 薬 業 集 団 股 份 有 限 公

司（以下、「正大天晴公司」という）が中華人民

共 和 国 国 家 知 識 産 権 局 （ 以 下 、 「 国 家 知 識 産

権 局 」 と い う ） 、 第 三 者 で あ る ギ リ ア ー ド サ イ

エ ン シ ー ズ ， イ ン コ ー ポ レ イ テ ッ ド （ 以 下 、 ギ

リ ア ー ド と い う ） を 訴 え た 発 明 専 利 権 の 無 効 審

判 請 求 を め ぐ る 行 政 紛 争 案 件 に つ い て 、 原 告

判 所 に 請 求 し た 。 被 告 の 国 家 知 識 産 権 局 と 第

三 者 の ギ リ ア ー ド は 、 訴 え ら れ た 審 決 の 事 実

認 定 が 明 確 で あ り 、 法 律 の 適 用 も 正 確 で あ る

として、法により原 告の訴 訟請求を棄 却 するよ

う裁判所に請求した。

【審判要旨】判 請 求 を め ぐ る 行 政 紛 争 案 件 に つ い て 、 原 告

である正大天晴公司が被告である国家知識産

権 局 に 発 明 専 利 の 無 効 審 判 を 請 求 し 、 被 告 が

下した審査決定に原告は不服とし、法定期限

（ 一 ） 専 利 書 類 の 収 録 日 を 当 然 従 来 技 術 の 公

開日とすることはできない

本件において、原告は、EP0719273A1の 出
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願 手 続 に お い て 第 三 者 で あ る ギ リ ア ー ド が 審

査 意 見 の 応 答 時 に 提 出 し た 意 見 陳 述 書 及 び

請求の範囲の補正を、本専利の従来技術を成

す 証 拠 の 一 つ と し て 主 張 し た 。 当 該 専 利 書 類

が1999年3月22日に欧州専利庁によって収録

内 の 標 的 組 織 に 選 択 的 に 濃 縮 す る 抗 HIV プ ロ

ド ラ ッ グ が 得 ら れ た こ と で あ る 。 原 告 は 二 つ の

結 合 方 式 を 採 用 し て 請 求 項 1 の 進 歩 性 を 評 価

す る こ と を 主 張 し て い る が 、 二 つ の 結 合 方 式

の い ず れ の 対 比 文 献 に お い て も 、 体 内 の 標 的

組 織 に お け る 選 択 的 濃 縮 効 果 に つ い て は 言
さ れ 、 ま た 、 「 欧 州 専 利 条 約 」 第 128 条 第 （ 4 ）

号 に 、 「 欧 州 専 利 出 願 が 公 開 さ れ た 後 、 当 該

出 願又は それ 以降の 欧州 専利につい ては、 実

施 細 則 に 別 途 制 限 条 件 が 規 定 さ れ て い る 場

合を除 き 、当 該規 定を適 用しな けれ ばならず、

請 求 に よ り 閲 覧 す る こ と が で き る 」 が 規 定 さ れ

組 織 に お け る 選 択 的 濃 縮 効 果 に つ い て は 言

及 さ れ て い な い 。 他 の 二 つ の 技 術 的 効 果 に つ

いては、証拠3では抗ウイルス活性、血漿安定

性 効 果 に 言 及 し 、 証 拠 6 で は 血 漿 安 定 性 効 果

に 言 及 し て い る が 、 両 者 は い ず れ も 体 外 試 験

で あ り 、 本 専 利 に 係 る 体 内 試 験 で は な い 。 こ

の よ う に 、 上 述 の 対 比 文 献 は 「 抗 ウ イ ル ス 活
覧 す 」 規 定

て い る が 、 当 該 規 定 だ け で は 、 当 該 書 類 が 収

録 日 に 公 衆 に 調 べ ら れ る 状 態 に あ る と 当 然 認

定することはできない。訴訟では、原告が欧州

専 利 庁 に 当 該 書 類 の 公 開 時 期 を 問 い 合 わ せ

る や り 取 り の メ ー ル を 提 出 し た が 、 メ ー ル の 内

容 か ら 分 か る よ う に 欧 州 専 利 庁 は 具 体 的 な

性 が 増 強 さ れ 、 血 漿 安 定 性 が 高 く 、 か つ 体 内

の 標 的 組 織に 選 択 的 に 濃 縮 す る 」 と い う 3 つ の

技 術 効 果 を ど の よ う に 同 時 に 有 す る か と い う

こ と に つ い て 、 相 応 の 技 術 的 示 唆 を 与 え て い

な い 。 こ れ に 基 づ い て 、 当 業 者 が 上 記 の 対 比

文 献 に 基 づ い て 本 専 利 請 求 項 1 の 技 術 方 案 を

得 る に は 創 造 的 労 働 を 払 う 必 要 が あ り 本 専容 か ら 分 か る よ う に 、 欧 州 専 利 庁 は 具 体 的 な

公 開 時 期 を 確 定 す る こ と は で き ず 、 「 少 な く と

も 2 003 年 よ り 前 で は な い 」 、 「 20 01 年 よ り 前 に

公 衆 に 公 開 さ れ た 可 能 性 が 高 い 」 な ど の 表 現

を 採 用 し て い る 。 従 来 技 術 を 確 定 す る カ ギ が

当 該 技 術 方 案 の 公 開 日 に あ る こ と を 鑑 み 、 既

得 る に は 創 造 的 労 働 を 払 う 必 要 が あ り 、 本 専

利 請 求 項 1 は 進 歩 性 を 備 え て い る 。 同 じ 理 由

に 基 づ い て 、 他 の 請 求 項 も 進 歩 性 を 具 備 す る 。

こ れ に よ り 、 裁 判 所 は 原 告 で あ る 正 大 天 晴 薬

業 集 団 股 份 有 限 公 司 の 訴 訟 請 求 を 棄 却 す る

判決を下した。

情 報 元 ： 知 財 北 京
存 の 証 拠 が い ず れ も 当 該 専 利 書 類 の 公 開 日

を 証 明 で き な い 状 況 で は 、 本 専 利 の 従 来 技 術

を 構 成 す る と い う 原 告 の 主 張 は 成 り 立 た ず 、

裁 判 所はそれを支持し な い。

（二）技術的効果と示唆との関係

情 報 元 ： 知 財 北 京

最 も 近 い 先 行 技 術 に 対 し て 、 本 専 利 の 請 求

項 1 が 実 際 に 解 決 し た 技 術 的 課 題 は 、 抗 ウ イ

ルス活性が増強され、血漿安定性が高く、体
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1 . ネ ガ テ ィ ブ な 専 利 権 評 価
報 告 は 専 利 権 侵 害 訴 訟 又
は 行 政 不 服 申 立 に お い て
使 用 す る こ と が で き る か ？

答：できる。

お い て 、 実 用 新 案 又 は 意 匠 専 利 の 専 利 権 者

は 自 発 的 に 又 は 裁 判 所 の 要 求 に 基 づ い て 専

利権評価報告をタイムリに提供することができ

る 。 そ う で な い 場 合 、 正 当 な 理 由 が な く 提 出 し

な い 場 合 に は 、 人 民 裁 判 所 か ら 訴 訟 中 止 の 裁

定 を 受 け 、 又 は 不 利 を 招 き か ね な い 訴 訟 結 果

詳しい理由は下記の通りである。

a）『 専利法』（2020 年）第66条（2）の規定に基

づ き 、 専 利 権 評 価 報 告 は 人 民 裁 判 所 又 は 専

利 業 務 管 理部 門 が 専 利権 侵 害 紛 争を 審理し 、

処 理 す る 証 拠 と し て の み 用 い ら れ 、 専 利 訴 訟

又 は請求を提 起 するための必要条件ではない

定 を 受 け 、 又 は 不 利 を 招 き か ね な い 訴 訟 結 果

を負うような判決を受けることになる。

また、ネガティブな専 利権評価報告を受け取

れ ば 、 一 定 の 条 件 を 満 た す 場 合 、 専 利 権 者 は

国 家 知 識 産 権 局 に 訂 正 を 請 求 す る こ と が で き

る 。 訂 正 の 理 由 に は 、 法 律 適 用 の 明 ら か な 誤

り 、 結 論 の 根 拠 と な る 事 実 認 定 に お け る 明 ら又 は請求を提 起 するための必要条件ではない。

b）『専利審査指南』の規定によると、専利権評

価報告は行政決定ではない。

c ） 『 専 利 法 』 （ 20 20 年 ） 第 45 条 の 規 定 に 基 づ

き 、 専 利 権 の 有 効 性 は 国 務 院 専 利 行 政 部 門

が 専 利 無 効 審 判 手 続 を 通 じ て し か 決 定 で き な

り 、 結 論 根 拠 な る 事 実 認 定 お け る 明 ら

かな誤り等が含まれる。

2 . 民 事 訴 訟 又 は 行 政 訴 訟
に お い て 提 出 さ れ た 営 業 秘
密 に 係 る 証 拠 の 漏 洩 又 は
濫 用 を 防 止 す る た め に は 、
ど の よ う に す れ ば よ い か ？

い。

よ っ て 、 ネ ガ テ ィ ブ な 専 利 権 評 価 報 告 は 、 専

利 権 の 無 効 を 判 定 す る 決 定 に 相 当 す る も の で

は な い 。 そ の た め 、 裁 判 所 又 は 専 利 業 務 管 理

部 門 は 専 利 権 侵 害 紛 争 の 処 理 過 程 に お い て

法 的 根 拠 が な く 、 専 利 権 評 価 報 告 の 結 論 が ネ

ガ ブ あ う 由 だ 告

ど の よ う に す れ ば よ い か

最 近 、 民 事 訴 訟 に お い て 裁 判 所 及 び 相 手

方 当 事 者 に 提 供 し た 製 品 の 輸 入 価 格 を 含 む

証拠が相手方当事者によりインターネットに掲

示 さ れ 、 当 所 ク ラ イ ア ン ト が 暴 利 を む さ ぼ っ て

い る と 大 々 的 に 攻 撃 され て い る と い う 苦 情 を ク

ライアントから受けた。
ガ テ ィ ブ で あ る と い う 理 由 だ け で 、 原 告 の 訴 訟

又 は 請 求 人 の 請 求 を 直 接 却 下 し た り 、 又 は 権

利 侵 害 訴 訟 又 は 行 政 処 理 手 続 を 中止 す る こ と

が で き な い 。 実 際 に は 、 専 利 権 評 価 報 告 が ネ

ガ テ ィ ブ で あ る 専 利 が 最 終 的 に 無 効 審 判 手 続

において有効を維持されるケースもあれば、専

利 権 評 価 報 告 が ポ ジ テ ィ ブ で あ る 専 利 が 最 終

輸入品の価格が営業秘密の範疇に入るため、

この問題は営業秘密に関わる

周 知 の よ う に 、 営 業 秘 密 は 、 商 業 的 に 価 値

の あ る 経 営 情 報 又 は 技 術 情 報 に 該 当 す る た

め 、 当 該 情 報 の 所 有 者 の 競 争 相 手 を 含 む 他

人に公開 利用又は濫用されやすい利 権 評 価 報 告 が ポ ジ テ ィ ブ で あ る 専 利 が 最 終

的 に 無 効 審 判 手 続 に お い て 無 効 を 宣 告 さ れ る

ケースもある。

関連の司法解釈によると、権利侵害訴訟に
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わ る 可 能 性 が あ り 、 こ れ ら の 証 拠 は 相 手 方 当

事 者 、 そ の 他 の 当 事 者 又 は 関 係 者 に よ り 取 得

さ れ た 後 、 公 開 、 利 用 又 は 濫 用 さ れ 、 営 業 秘

密 の 権 利 者 に 損 失 を も た ら す 可 能 性 が あ る 。

し た が っ て 、 そ の 営 業 秘 密 に か か わ る 証 拠 を

提 供 す る 一 方 の 当 事 者 は 、 提 供 す る 前 に 、 慎

密 又 は そ の 他 秘 密 保 持 が 必 要 な 営 業 情 報 に

係 わ っ て い る 場 合 、 人 民 裁 判 所 は 、 関 連 訴 訟

の参加者が当該証拠に接触する前 に、秘密保

持 契 約 を 締 結 し 、 秘 密 保 持 の 承 諾 を す る よ う

要 求 し 、 又 は 裁 定 等 の 法 律 文 書 に よ り 、 訴 訟

手 続 に お い て 接 触し た秘 密 情 報を本 件 訴 訟 以提 供 す る 方 の 当 事 者 は 、 提 供 す る 前 に 、 慎

重 か つ 合 法 的 、 合 理 的 な 措 置 を 講 じ な け れ ば

ならない。係る営業秘密を保護するために、裁

判 所 に 秘 密 保 持 措 置 の 採 用 を 申 請 し た り 、 又

は 裁 判 所 の 同 意 を 得 て 、 訴 訟 に 関 係 が な い 営

業 秘 密 又 は 秘 密 情 報 を 覆 い 隠 し た り す る こ と

ができる。

手 続 に お い て 接 触し た秘 密 情 報を本 件 訴 訟 以

外 の い か な る 目 的 で 開 示 、 使 用 し 、 他 人 に 使

用 許 可しては な らな いと 命じな けれ ばな らな い 。

当 事 者 が 前 項 に い う 証 拠 に 接 触 す る 人 員 の

範 囲 に 対 す る 制 限 を 申 請 し 、 人 民 裁 判 所 は 審

査 を 経 て 確 か に 必 要 で あ る と 認 め た 場 合 、 こ

れを許可すべきである。

最高 人民裁 判 所が2020年9 月10日に公布し

た 『 営 業 秘 密 侵 害 民 事 事 件 の 審 理 に お け る 法

律 適 用 の 若 干 の 問 題 に 関 す る 規 定 』 の 第 21

条によれば、当事者又は訴外人の営業秘密に

関 わ る 証 拠 、 資 料 に つ い て 、 当 事 者 又 は 訴 外

人 が書面により人民 裁判所に秘 密保持 措置を

れを許可す き ある。

上 記 の 司 法 解 釈 及 び 『 不 正 競 争 防 止 法 』 の

規 定 に 基 づ き 、 営 業 秘 密 又 は 秘 密 保 持 情 報

の 権 利 者 は 、 事 前 の 了 解 、 慎 重 な 注 意 義 務 及

び 合 法 的 か つ 有 効 な 措 置 の ほ か 、 上 述 の 法

律 規 定 に 違 反 す る 行 為 に 対 し て 法 的 措 置 を 講

じ、自分の権益を守ることができる。
講じるよう申 請した場合、人民裁判所は、保全、

証 拠 交 換 、 証 拠 調 べ 、 鑑 定 委 託 、 尋 問 、 法 廷

尋 問 等 の 訴 訟 活 動 に お い て 必 要 な 秘 密 保 持

措置を講じなければならない。

前 項 に い う 秘 密 保 持 措 置 の 要 求 に 違 反 し て 、

無 断 で 商 業 秘 密 を 開 示 し 、 又 は 訴 訟 に お い て

接 触 得 商 業 秘 密 を 動 使接 触 、 取 得 し た 商 業 秘 密 を 訟 活 動 以 外 で 使 用

し 、 又 は そ の 使 用 を 他 人 に 許 諾 し た 場 合 、 法

に 基 づ き 民 事 責 任 を 負 わ な け れ ば な ら な い 。

『 民 事 訴 訟法 』 第1 11 条に 規 定さ れた 状 況 を構

成 す る 場 合 、 人 民 裁 判 所 は 法 に よ り 強 制 措 置

を 講 じ る こ と が で き る 。 犯 罪 を 構 成 す る 場 合 、

法により刑事責任が追及される。法により刑事責任が追及される。

最 高 人 民 裁 判 所 が 2 020 年 11 月 16 日 に 公

布 し た 『 知 的 財 産 権 民 事 訴 訟 証 拠 に 関 す る 若

干の規定』の第26条によれば、証拠が営業秘
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